
こどもたちは，家庭は「家族みんなが，楽しく過ごす場所」であるこ
とを望んでいます。 

１ はじめに 

こども基本法，子どもの権利条約のもと，全てのこ
ども・若者が身体的・精神的・社会的に幸せな状態（ウ
ェルビーイング）で生活を送ることを目指しています。 
さらに，こどもは生まれながらに権利や様々な思い

や願いをもっています。それを汲み取り，こどもにと
って何が一番よいのかを考え，こどもの主体性を尊重
することが大切です。 

○ こどもたちにとって安らぎのある楽しい居場所

○ 社会へ巣立っていくために欠かせない場所

満たされたい 

⑴ 「「ここどどもも」」ととはは

⑵ 「「家家庭庭」」ととはは

関わってみたい 

安心したい 

遊びたい 

ほめられたい 

認められたい

 
親（保護者）の笑笑顔顔が 

こどもの笑笑顔顔をつくります 

２ 家庭教育の必要性 

「「家家庭庭教教育育」」ととはは  

○ 基基本本的的なな生生活活習習慣慣・・生生活活能能力力 ○ 豊豊かかなな情情操操 ○ 社社会会的的ななママナナーー

○ 人人にに対対すするる信信頼頼感感 ○ 自自立立心心・・自自制制心心

○ 基基本本的的倫倫理理観観（（他他人人にに対対すするる思思いいややりり，，善善悪悪のの判判断断））を身に付ける上で，

重要な役割を担っています。 

さらに，人生を切り拓いていく上で欠くことのでき

ない職業観・人生観・想像力・企画力等が培われる基

礎となるところです。 

 すべての教育の出発点 

家庭は，こどもたちが最も身近に接する社会です。 

しかし，こどもは家庭の中だけで育つものではあり

ません。学校や地域の様々な人たちと関わり，見守

られながら成長していきます。親（保護者）が，安

心して子育てや家庭教育ができるよう，社会全体で

家庭教育を考え，支援していくことが大切です。 

家庭教育は，これからの未来を支えるこどもたち

への大切なおくりものです。地域全体で家庭教育を

応援し，こどもたちの未来を育んでいきましょう。 

 「家庭教育」 
・ 家庭内で行われる教育的行為

「家庭教育支援」 
家庭教育を「支援」するということであり，

対象は親（保護者）になる 
子育て＝自分育て＝親（保護者）自分自身の

学びを支援すること 

家家庭庭教教育育支支援援ととはは  

親（保護者）がこどもを育てるため
に必要な支援や教育能力を行政等社会
全体で財政的・教育的・福祉的に支援
すること 
「子育て支援」 
・ 主に乳幼児をもつ親（保護者）を
対象

・ 子育て支援サービスが中心

子子育育てて支支援援ととはは  

・ 一生涯にわたり，発達段階・年齢などに
応じ，自らの資質向上のために継続的に学
習する「生涯学習」の一つ

・ 親（保護者）等がこどもに対して施すもの

・ こどもに直接的な支援（いじめ・
引きこもり等の課題からこどもを
保護する支援等）
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